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衆
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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
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員
鈴
木
宗
男
君
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出
旧
防
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防
衛
省
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軍
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に
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す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
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紙
答
弁

書
を
送
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す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
旧
防
衛
庁
及
び
防
衛
省
と
軍
需
商
社
と
の
関
係
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

前
々
回
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
一
三
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
ミ
ニ
バ
ス

（
Ｂ
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
八
百
七
十
万
円
、
契
約
数
量
は
二
両
で
あ
り
、
「
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
（
装
輪
式
）

﹇
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｆ
用
﹈
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
三
千
三
百
万
円
、
契
約
数
量
は
一
台
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

前
々
回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
一
回
目
の

契
約
に
お
け
る
契
約
単
価
は
約
二
百
六
十
万
円
、
契
約
数
量
は
二
式
で
あ
り
、
そ
の
第
二
回
目
及
び
第
三
回
目
お
け
る
契
約

単
価
は
約
二
百
六
十
万
円
、
契
約
数
量
は
一
式
で
あ
り
、
「
箱
型
土
の
う
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
十
七
万
円
、
契

約
数
量
は
五
個
で
あ
り
、
「
サ
ン
プ
ル
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」
に
つ
い
て
は
、

そ
の
第
一
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契
約
単
価
は
約
十
三
万
円
、
契
約
数
量
は
一
個
で
あ
り
、
そ
の
第
二
回
目
の
契
約
に
お
け

る
契
約
単
価
は
約
十
三
万
円
、
契
約
数
量
は
二
個
で
あ
り
、
「
充
電
式
鉛
電
池
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）

一



用
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
十
二
万
円
、
契
約
数
量
は
一
個
で
あ
り
、
「
宿
泊
料
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は

約
三
万
五
千
円
、
契
約
数
量
は
一
式
で
あ
り
、
「
半
袖
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
一
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契
約

単
価
は
約
千
九
百
円
、
契
約
数
量
は
八
百
枚
で
あ
り
、
そ
の
第
二
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契
約
単
価
は
約
千
九
百
円
、
契
約

数
量
は
九
百
二
十
五
枚
で
あ
り
、
「
白
地
シ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
八
千
五
百
円
、
契
約
数
量
は
二
枚
で
あ

り
、
「
消
毒
液
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
八
百
三
十
円
、
契
約
数
量
は
六
百
本
で
あ
り
、
「
止
血
剤
」
に
つ
い
て
は
、

契
約
単
価
は
約
四
千
六
百
円
、
契
約
数
量
は
百
個
で
あ
り
、
「
ビ
タ
ミ
ン
錠
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
七
千
三
百
円
、

契
約
数
量
は
一
箱
で
あ
り
、
「
枕
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
三
千
円
、
契
約
数
量
は
二
百
個
で
あ
り
、
「
シ
ー
ツ
」

に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
千
八
百
円
、
契
約
数
量
は
八
百
個
で
あ
り
、
「
枕
カ
バ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約

四
百
三
十
円
、
契
約
数
量
は
四
百
個
で
あ
り
、
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
三
ト
ン
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
八
十
九

万
円
、
契
約
数
量
は
二
台
で
あ
り
、
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
十
五
ト
ン
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
四
百
五
十
万
円
、

契
約
数
量
は
一
台
で
あ
り
、
「
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
（
三
十
二
型
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
二
百
二
十
万
円
、
契
約
数

量
は
三
台
で
あ
り
、
「
中
型
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
（
十
四
ト
ン
級
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
四
百
四
十
万
円
、
契
約
数

量
は
一
台
で
あ
り
、
「
ク
レ
ー
ン
（
二
十
ト
ン
装
輪
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
千
四
百
万
円
、
契
約
単
価
は
一
台

二



で
あ
り
、
「
平
割
材
ほ
か
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
五
千
八
百
万
円
、
契
約
数
量
は
一
式
（
二
十
三
品
目
）
で
あ
り
、

「
生
活
用
水
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
八
百
万
円
、
契
約
数
量
は
一
式
で
あ
り
、
「
ヘ
ス
コ
」
に
つ
い
て
は
、
契
約

単
価
は
約
一
万
千
円
、
契
約
数
量
は
三
千
枚
で
あ
り
、
「
発
電
機
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
百
十
万
円
、
契
約
数
量

は
五
台
で
あ
り
、
「
医
療
費
相
当
分
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
百
五
十
万
円
、
契
約
数
量
は
一
式
（
七
品
目
）
で
あ

り
、
「
組
立
家
屋
設
置
込
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
億
五
千
万
円
、
契
約
数
量
は
一
式
で
あ
り
、
「
発
電
機
賃
借

料
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
五
百
七
十
万
円
、
契
約
数
量
は
五
台
で
あ
り
、
「
ト
ラ
ロ
ー
プ
」
に
つ
い
て
は
、
契
約

単
価
は
約
二
万
九
千
円
、
契
約
数
量
は
十
巻
で
あ
り
、
「
な
ま
し
鉄
線
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
二
十
九
万
円
、
契

約
数
量
は
二
ト
ン
で
あ
り
、
「
鉄
杭
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
一
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契
約
単
価
は
約
二
千
百
円
、
契
約

数
量
は
五
百
本
で
あ
り
、
そ
の
第
二
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契
約
単
価
は
約
五
千
八
百
円
、
契
約
数
量
は
八
十
組
で
あ
り
、

「
鉄
丸
釘
（
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
九
千
九
百
円
、
契
約
数
量
は
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、

「
鉄
丸
釘
（
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
万
円
、
契
約
数
量
は
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、

「
鉄
丸
釘
（
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
万
二
千
円
、
契
約
数
量
は
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
り
、
「
鉄
丸
釘
（
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
万
三
千
円
、
契
約
数
量
は
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で

三



あ
り
、
「
有
刺
鉄
線
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
五
千
六
百
円
、
契
約
数
量
は
五
十
巻
で
あ
り
、
「
合
板
」
に
つ
い
て

は
、
契
約
単
価
は
約
五
千
八
百
円
、
契
約
数
量
は
百
枚
で
あ
り
、
「
正
割
材
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
万
二
千
円
、

契
約
数
量
は
五
十
本
で
あ
り
、
「
マ
ニ
ラ
ロ
ー
プ
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
一
万
円
、
契
約
数
量
は
十
五
巻
で
あ
り
、

「
シ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
五
千
円
、
契
約
数
量
は
百
枚
で
あ
り
、
「
張
り
綱
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価

は
約
一
万
円
、
契
約
数
量
は
四
十
巻
で
あ
り
、
「
ク
ー
ラ
ー
バ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
五
千
七
百
円
、
契
約

数
量
は
六
十
個
で
あ
り
、
「
箒
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
千
二
百
円
、
契
約
数
量
は
八
十
本
で
あ
り
、
「
デ
ッ
キ
ブ

ラ
シ
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単
価
は
約
二
千
六
百
円
、
契
約
数
量
は
六
十
本
で
あ
り
、
「
腕
時
計
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
単

価
は
四
百
四
十
円
、
契
約
数
量
は
百
八
十
個
で
あ
り
、
「
コ
ン
テ
ナ
等
借
上
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
一
回
目
の
契
約
に
お

け
る
契
約
単
価
は
月
額
で
七
十
六
万
円
、
当
初
の
契
約
数
量
は
二
か
月
四
日
間
で
あ
り
、
そ
の
第
二
回
目
の
契
約
に
お
け
る

契
約
単
価
は
月
額
で
七
十
六
万
円
、
当
初
の
契
約
数
量
は
八
か
月
十
四
日
間
で
あ
り
、
そ
の
第
三
回
目
の
契
約
に
お
け
る
契

約
単
価
は
月
額
で
約
五
十
二
万
円
、
当
初
の
契
約
数
量
は
二
か
月
十
七
日
間
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
七
一
号
）
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
箱
形
土
の
う
」
に

四



つ
い
て
は
、
陸
上
自
衛
隊
が
株
式
会
社
山
田
洋
行
と
当
該
品
目
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
実
績
を
有
し
て
い
た

こ
と
及
び
予
定
価
格
が
百
六
十
万
円
を
超
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
及
び
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
社
と
の
当
該
契
約
実
績
に
お
け
る
契
約
単
価
と
同
じ
契
約

単
価
を
も
っ
て
一
般
競
争
入
札
を
行
わ
ず
同
社
と
随
意
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
契
約
実
績
に
つ
い
て
は
、
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
た
上
で
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
に
締
結
し

た
契
約
で
あ
り
、
そ
の
際
の
契
約
単
価
は
約
十
七
万
円
、
契
約
数
量
は
二
十
七
個
で
あ
り
、
契
約
金
額
は
約
四
百
六
十
万
円

で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
」
、
「
サ
ン
プ
ル
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」
及
び
「
充
電
式
鉛
電
池
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ

ラ
）
用
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結
し
た
契
約
の
契
約
方
式
、
契
約
単
価
及
び
契
約
数
量
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
及
び
前

五



回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
契
約
金
額
は
、
契
約
単
価
に
契
約
数
量
を
乗
じ
て
得
た
金
額

で
あ
る
。
ま
た
、
「
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結
し
た
契
約
年
月
日
は
、
平
成
十
六
年

一
月
二
十
六
日
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
及
び
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日
で
あ
り
、
「
サ
ン
プ
ル
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
汎
用

エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結
し
た
契
約
年
月
日
は
、
平
成
十
七
年
六
月
九
日
及
び
平
成

十
八
年
一
月
十
八
日
で
あ
り
、
「
充
電
式
鉛
電
池
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結

し
た
契
約
年
月
日
は
、
平
成
十
八
年
二
月
十
五
日
で
あ
る
。

な
お
、
右
に
述
べ
た
「
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結
し
た
契
約
に
よ
り
納
入
さ
れ
た

装
備
品
等
の
中
に
は
、
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
本
体
の
ほ
か
に
、
サ
ン
プ
ル
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
及
び
充
電
式

鉛
電
池
が
含
ま
れ
て
お
り
、
右
に
述
べ
た
「
サ
ン
プ
ル
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」

及
び
「
充
電
式
鉛
電
池
（
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
用
）
」
の
契
約
件
名
で
締
結
し
た
契
約
に
よ
り
納
入
さ

れ
た
装
備
品
等
は
、
当
該
汎
用
エ
ア
ロ
ゾ
ル
テ
ス
タ
（
サ
ン
プ
ラ
）
本
体
の
附
属
品
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
コ
ン
テ
ナ
等
借
上
」
に
つ
い
て
は
、
統
合
幕
僚
会
議
事
務
局
に
勤
務
し
て
い
る
連
絡
官
が
諸
外
国
と
の
連
絡

六



調
整
及
び
情
報
収
集
業
務
を
行
う
た
め
、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
バ
グ
ダ
ッ
ド
の
キ
ャ
ン
プ
ビ
ク
ト
リ
ー
基
地
内

で
使
用
す
る
プ
レ
ハ
ブ
式
事
務
所
等
を
借
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
、
防
衛
庁
と
し
て
予
算
の
使
用
が
決
定
さ
れ
た
平

成
十
六
年
一
月
十
三
日
か
ら
、
事
務
所
の
使
用
開
始
日
ま
で
が
十
五
日
間
と
い
う
短
期
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
期
間
内
に
、

契
約
を
締
結
し
、
確
実
に
、
契
約
相
手
方
が
同
基
地
内
に
事
務
所
等
を
組
み
立
て
て
設
置
し
防
衛
庁
に
引
き
渡
す
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

本
件
の
見
積
書
の
提
出
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
活
動
の
実
施
の
た
め
の
契
約

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
防
衛
省
と
し
て
、
お
尋
ね
の
企
業
の
個
別
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
公
に
な
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
企
業
の
正
当
な
利
益
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
コ
ン
テ
ナ
等
借
上
」
の
契
約
に
つ
い
て
、
納
入
が
可
能
な
企
業
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
対
応
可
能
と
の
回

答
を
得
た
株
式
会
社
山
田
洋
行
及
び
ほ
か
一
社
か
ら
見
積
書
の
徴
取
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
対
応
不
可
と
の
回
答
が
あ
っ

七



た
二
社
か
ら
は
、
見
積
書
の
徴
取
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
き
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
が
現
地
に
お

い
て
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
活
動
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
特
に
迅
速
か
つ
確
実
な
履
行
が
可
能

な
者
を
契
約
相
手
方
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
及
び
令
第
九
十
九
条
第
十
五
号
の
規

定
に
よ
る
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
営
業
活
動
を
行
い
既
に
「
コ
ン
テ
ナ
等
借
上
」
の
契
約
を
履
行
中

で
あ
っ
た
株
式
会
社
山
田
洋
行
を
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
株
式
会
社
山
田
洋
行
に
よ
る
過
大
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
社
と
の
契
約
に
つ
い
て
徹
底
的
に
調
査
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
、
か
か
る
調
査
等
を
通
じ
、
過
大
請
求
が
発
生
し
た
要
因
等
に
つ
い
て
も
可
能
な
限
り
解
明
す
る
と
と

も
に
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
事
案
が
発
生
し
な
い
よ
う
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。
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